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中
国
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

中
国
吉
林
省
ハ
ル
バ
嶺
に
お
け
る
処
理
事
業
に
つ
い
て

（
一
）

平
成
一
二
年
度
か
ら
一
九
年
度
ま
で
（
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
七
）
八
年
間
の
ハ
ル
バ
嶺
に
お
け
る
処
理
施
設
建
設

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
答
弁
が
あ
っ
た
。

候
補
地
の
立
地
調
査
（
平
成
一
四
年
度
）
等
を
含
め
て
、
要
員
宿
舎
予
定
地
の
地
質
・
測
量
調
査
、
安
全
化
処
理

作
業
事
前
調
査
、
廃
水
溝
調
査
、
環
境
基
準
策
定
実
験
、
発
掘
回
収
地
域
地
形
測
量
、
実
処
理
施
設
建
設
候
補
地
調

査
（
平
成
一
五
年
度
）
、
発
掘
回
収
施
設
に
係
る
初
歩
設
計
、
施
工
図
設
計
、
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ
デ
ィ
報
告

書
の
作
成
（
平
成
一
六
年
度
）
等
、
そ
の
後
も
環
境
調
査
な
ど
の
実
施
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
処
理

事
業
実
施
の
為
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
八
年
に
渡
る
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
直
ち
に
処
理
施
設
建
設
が

可
能
か
否
か
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。
「
答
弁
書
」
六
に
、
調
査
の
知
見
、
成
果
等
は
内
閣
府

で
管
理
し
て
い
る
・
・
・
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
に
設
備
建
設
に
着
手
で
き
な
い
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
二
）

実
際
の
処
理
に
着
手
す
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
調
査
が
不
足
し
て
い
る
の
か
。

（
三
）

処
理
場
は
何
時
完
成
し
、
砲
弾
の
実
処
理
作
業
は
何
時
開
始
さ
れ
る
の
か
、
明
確
に
さ
れ
た
い
。

一



二

ハ
ル
バ
嶺
以
外
の
四
万
四
千
発
の
化
学
砲
弾
処
理
事
業
に
つ
い
て

（
一
）

「
移
動
式
処
理
設
備
」
は
、
中
国
各
地
で
偶
然
に
発
掘
、
回
収
さ
れ
た
四
万
四
千
発
の
化
学
砲
弾
等
の
処
理
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ハ
ル
バ
嶺
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
約
三
十
万
か
ら
四
十
万
発
は
対
象
と
考
え

て
い
な
い
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

（
二
）

「
答
弁
書
」
七
の
文
中
で
、
「
移
動
式
処
理
設
備
の
導
入
等
、
合
理
的
か
つ
迅
速
に
処
理
を
実
施
す
る
と
の
観
点

か
ら
」
と
あ
る
が
、
「
移
動
式
処
理
設
備
の
導
入
」
の
ど
こ
が
「
合
理
的
」
な
の
か
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

（
三
）

「
移
動
式
処
理
設
備
」
一
式
は
一
日
に
ど
の
く
ら
い
の
処
理
能
力
が
あ
り
、
四
万
四
千
発
を
処
理
す
る
の
に
ど
れ

だ
け
の
日
数
を
要
し
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
処
理
し
て
い
く
の
か
、
具
体
的
な
計
画
を
示
さ
れ
た
い
。

（
四
）

「
答
弁
書
」
七
の
文
中
、
「
日
中
双
方
に
遺
棄
化
学
兵
器
の
所
在
に
関
す
る
資
料
は
十
分
な
も
の
が
な
く
、
す
べ

て
の
埋
設
地
等
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
今
後
も
新
た
に
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
」
と
あ

る
が
、
今
ま
で
「
資
料
」
発
見
に
ど
れ
だ
け
努
力
し
た
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

す
で
に
研
究
者
が
調
べ
た
資
料
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
防
衛
省
に
は
ま
だ
ま
だ
資
料
が
あ
り
、
旧
軍
の
連
隊

日
誌
な
ど
を
丹
念
に
調
べ
る
な
ど
組
織
的
に
取
り
組
め
ば
有
益
な
情
報
が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。
最
大
限
の

二



努
力
を
す
べ
き
だ
と
思
う
が
い
か
が
か
。

（
五
）

移
動
式
処
理
に
は
ど
れ
だ
け
の
費
用
を
要
す
る
の
か
、
概
算
予
定
額
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
今
後
移
動
式
処
理

設
備
を
何
台
導
入
す
る
予
定
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
六
）

「
移
動
式
処
理
設
備
」
に
よ
っ
て
、
ル
イ
サ
イ
ト
や
「
あ
か
」
剤
に
含
ま
れ
て
い
る
有
機
砒
素
は
無
害
化
処
理
で

き
る
の
か
。
も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
処
理
後
の
環
境
汚
染
調

査
に
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
計
画
を
説
明
さ
れ
た
い
。

（
七
）

「
処
理
作
業
」
と
は
発
掘
か
ら
完
全
に
無
害
化＝

無
毒
化
ま
で
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

三

（
株
）
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
機
構
（
以
下
機
構
）
に
つ
い
て

二
〇
〇
八
年
度
か
ら
機
構
と
の
随
意
契
約
を
解
除
し
、
一
般
競
争
入
札
で
受
託
会
社
を
決
め
る
と
し
た
が
、
機
構
に
関
し

以
下
質
問
す
る
。

（
一
）

内
閣
府
は
二
〇
〇
四
年
三
月
設
立
の
機
構
と
同
年
四
月
一
日
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
そ
の
契
約

内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

機
構
は
、
資
本
金
三
億
円
が
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
大
手
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
全
額
出
資
、
遠
藤
博
之
社
長
が
元

三



Ｐ
Ｃ
Ｉ
専
務
取
締
役
と
い
う
Ｐ
Ｃ
Ｉ
関
連
会
社
で
あ
る
事
を
承
知
の
上
で
「
内
閣
府
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
担
当
室
の

補
助
者
と
し
て
の
役
割
」
を
遂
行
さ
せ
る
為
、
内
閣
府
が
設
立
さ
せ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
内
閣
府
の
責
任
は

重
大
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
府
は
ど
の
よ
う
な
責
任
を
取
る
つ
も
り
な
の
か
、
明
確
な
説
明
責
任
が
内
閣
府
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
二
月
に
設
立
さ
れ
て
以
降
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
・
日
揮
共
同
企
業
体
が
担
っ
て
き
た
Ｐ
Ｍ
Ｃ

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）
業
務
内
容
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
機
構
の
業
務
に
取
り

込
み
、
「
機
構
か
ら
の
再
委
託
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
同
共
同
企
業
体
が
Ｐ
Ｍ
Ｃ
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
平
成
一
五
年
度
内
閣
府
委
託
業
務
報
告
書
「
中
国
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
基
本
計
画
書
」
）
。
機
構
と
Ｐ
Ｍ
Ｃ

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
）

こ
れ
ま
で
Ｐ
Ｍ
Ｃ
と
随
意
契
約
で
支
払
わ
れ
た
各
年
度
ご
と
の
金
額
と
機
構
設
立
後
、
機
構
か
ら
再
委
託
で
随
意

契
約
さ
れ
た
各
年
度
ご
と
の
金
額
の
全
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
五
）

機
構
の
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
「
会
計
検
査
を
年
二
回
受
け
処
理
事
業
に
つ
い
て
指
摘
を
受
け
た
事
は
な
い
」

と
し
て
い
る
が
、
予
算
の
水
増
し
、
不
正
流
用
等
が
Ｐ
Ｃ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
全
体
で
行
わ
れ
て
い
る
事
が
明
ら
か
に
な
り

四



つ
つ
あ
る
（
捜
査
中
）
。
内
閣
府
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
担
当
室
と
の
関
連
性
は
な
い
か
。

（
六
）

今
後
数
千
億
の
事
業
費
が
見
込
ま
れ
て
い
る
当
事
業
に
於
い
て
不
正
再
発
防
止
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
も
う
と
し

て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

四

被
害
者
へ
の
救
済
及
び
医
療
体
制
に
つ
い
て

（
一
）

「
答
弁
書
」
八
で
述
べ
て
い
る
『
請
求
権
』
問
題
は
、
日
中
戦
争
中
の
「
損
害
賠
償
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
今
次

の
遺
棄
化
学
兵
器
に
よ
る
事
故
や
健
康
被
害
と
同
一
視
し
た
答
弁
書
は
、
問
題
解
決
の
本
質
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て

い
る
。
裁
判
所
も
遺
棄
化
学
兵
器
に
よ
る
事
故
、
健
康
被
害
は
「
国
際
慣
習
法
な
ら
び
に
人
道
法
に
反
す
る
」
と
認

定
し
た
。

一
方
、
日
本
国
内
の
毒
ガ
ス
被
害
者
に
は
、
不
十
分
な
が
ら
医
療
・
生
活
面
で
の
救
済
措
置
が
、
多
年
に
渡
っ
て

続
け
ら
れ
て
き
た
。
日
本
政
府
は
こ
の
機
会
に
人
道
的
な
立
場
で
「
正
義
と
公
正
」
を
も
と
に
早
急
に
救
済
措
置
を

取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
二
）

二
〇
〇
三
年
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
（
一
〇
月
二
〇
日
バ
ン
コ
ク
）
の
前
に
次
の
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
た
。

『
旧
日
本
軍
毒
ガ
ス
事
故
、
三
億
円
支
払
い
日
中
合
意
、
医
療
体
制
の
確
立
も
』
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
〇
日

五



付
朝
日
新
聞
）
。

同
記
事
に
よ
れ
ば
「
類
似
の
事
故
に
備
え
て
医
療
体
制
を
確
立
す
る
事
で
一
致
し
、
具
体
策
を
今
後
協
議
す
る
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
中
間
で
交
わ
し
た
「
覚
え
書
」
（
一
九
九
九
年
七
月
三
〇
日
）
第
五
項
に
も
記
載
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
医
療
体
制
に
つ
い
て
一
切
語
ら
れ
る
事
は
な
い
が
、
日
中
間
で
合
意
し
た
協
議
事
項
が
現
在
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
政
府
は
説
明
責
任
が
あ
る
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

国
際
条
約
に
よ
り
「
処
理
事
業
の
再
延
長
は
で
き
な
い
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
規
定
の
二
〇
一
二
年
ま
で
残
る
五
年
間

で
終
了
で
き
る
実
処
理
の
進
行
計
画
な
ど
、
そ
の
年
次
計
画
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


